
第１１号議案 

 

   東京都台東区空き家等の適正管理に関する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２６年２月７日 

 

提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、空き家等の適正な管理に関し、所有者等及び区の責

務を明らかにするとともに、管理不全な状態にある空き家等に対

する措置を定めるため提出します。 



   東京都台東区空き家等の適正管理に関する条例 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し、所有者等及

び東京都台東区（以下「区」という。）の責務を明らかにすると

ともに、管理不全な状態にある空き家等に対する措置を定める

ことにより、区民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環

境の保全を図り、もって安全で安心な暮らしの実現に寄与する

ことを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）第２条第１号に規定する建築物をいう。  

(２) 空き家等 区内に所在する建築物その他の工作物（既に

倒壊したものを含む。）で、現に使用されていないもの又はこ

れに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。 

 (３) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。 

イ 老朽化、自然災害その他の事由により、空き家等が倒壊

し、又は建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、

人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態 

  ロ 草木の著しい繁茂又は害虫、ねずみ等の著しい発生によ 

   り、周辺の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある状 

   態 

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、この条例の目的を達成す



る上で著しい支障を及ぼすおそれがあると東京都台東区長

（以下「区長」という。）が認める状態  

 (４) 所有者等 空き家等を所有し、管理し、又は占有する者

をいう。 

(５) 区民等 区内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、

若しくは通学する者をいう。 

（所有者等の責務）  

第３条 所有者等は、法第８条第１項の規定を遵守するとともに、

空き家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正な管理を

行わなければならない。 

（区の責務） 

第４条 区は、区民等に対し、空き家等の適正な管理に関する意

識の啓発を行うものとする。 

２ 区は、所有者等に対し、空き家等の適正な管理について必要

な支援を行うよう努めるものとする。 

（情報提供） 

第５条 区民等は、空き家等が管理不全な状態にあると認めると

きは、区に対し、当該状態に関する情報を提供することができ

る。 

（実態調査） 

第６条 区長は、第３条の管理が行われていない空き家等がある

と認めるとき、又は前条の規定による情報提供があったときは、

当該空き家等の実態調査を行うことができる。 

（立入調査） 

第７条 区長は、法第１２条第６項に定める場合のほか、この条



例の施行に必要な限度において、当該職員に、空き家等に立ち

入り、必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認

められたものと解釈してはならない。 

（助言又は指導）  

第８条 区長は、第６条の実態調査により空き家等が現に管理不

全な状態であると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそ

れがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、当

該空き家等の適正な管理を行うために必要な措置について、助

言し、又は指導することができる。 

（勧 告） 

第９条 区長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもか

かわらず、なお当該空き家等が現に管理不全な状態であると認

めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて、

必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（命 令） 

第１０条 区長は、前条の規定による勧告（法第３条第２項の規

定により法第２章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の

規定の適用を受けない建築物に係るものに限る。）を受けた所有

者等が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該所有

者等に対し、法第１０条第３項の規定により、期限を定めて、

必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

２ 区長は、前項の規定により必要な措置を講ずるよう命じよう



とする場合において、必要があると認めるときは、東京都台東

区建築審査会条例（昭和５８年３月台東区条例第１０号）第１

条に規定する東京都台東区建築審査会の意見を聴くものとする。 

（緊急の命令） 

第１１条 区長は、緊急の必要があって前３条に規定する手続に

よることができない場合に限り、当該手続によらないで、空き

家等の所有者等に対し、法第１０条第３項の規定により、期限

を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

（命令の基準） 

第１２条 第１０条第１項又は前条に係る法第１０条第３項の規

定による命令（以下「命令」という。）をする場合の基準は、次

のとおりとする。 

(１) 建築物が倒壊し、又は建築材料が脱落し、若しくは飛散

することが確実であると認められ、かつ、人の生命、身体又

は財産に被害を及ぼすおそれが高いと認められるとき。 

(２) 前号に規定するもののほか、建築物が著しく保安上危険

であり、又は著しく衛生上有害であると認められるとき。 

（代執行） 

第１３条 区長は、命令を受けた所有者等が当該命令に係る措置

を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行して

も当該命令に係る期限までに完了する見込みがないときは、法

第１０条第４項において準用する法第９条第１２項の定めると

ころに従い、自ら当該所有者等のなすべき行為をし、又は第三

者をしてこれをさせることができる。 

（安全代行措置） 



第１４条 区長は、第８条の規定による助言若しくは指導又は第

９条の規定による勧告を行った場合において、空き家等の危険

な状態が切迫しており、かつ、当該空き家等を放置することが

公益に反すると認めるときは、当該危険な状態を回避するため

に必要な最低限度の措置（以下「安全代行措置」という。）を講

ずることができる。 

２ 区長は、安全代行措置を講ずるときは、所有者等の同意を得

なければならない。 

３ 区長は、安全代行措置を講じたときは、所有者等から当該安

全代行措置に係る費用を徴収するものとする。 

（関係機関との連携） 

第１５条 区長は、この条例の目的を達成するため必要があると

認めるときは、区の区域を管轄する警察その他の関係機関に空

き家等に関する情報を提供し、管理不全な状態を解消するため

の協力を要請することができる。 

（委 任） 

第１６条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で

定める。 

   付 則 

 この条例は、平成２６年７月１日から施行する。  


